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「公印省略」 

 

飯豊町における学校関係者が新型コロナウイルス感染症の 

陽性者や濃厚接触者になった場合の学校の対応の改訂について（お知らせ） 
   

 

日頃、町教育行政に特段のご理解とご協力を賜り、厚く感謝申し上げます。 

さて、新型コロナウイルス感染症が置賜で確認されている中、他市町での対応の仕方について情

報共有をしております。他市町の対応を参考にしながら、「感染や濃厚接触になった場合の対応につ

いて」の表を下記のように一部改訂いたします。ご理解とご了承をお願い申し上げます。 

 
記 

 
 

１ 感染や濃厚接触になった場合の対応について 

（１）飯豊町が「山形県における新型コロナ対応の目安１～３」（現在レベル３）に区分される場合 

※①～④の場合について、本人または保護者より、速やかに学校に連絡をお願いいたします。 

状  況 対  応 

学
校
関
係
者
（
児
童
生
徒
と
教
職
員
） 

① 感染が判明した場合 

＊学校に連絡をお願いします 

・濃厚接触者が保健所により特定されるまでの間、学校を 

閉鎖します。保健所と相談のうえ、校内消毒等の対策を 

行います。 

・学校内で感染が広がっている可能性が高いと判断した場

合には、新たな臨時休業になる場合があります。 

②  感染者の濃厚接触者にあたる

と特定された場合 

＊学校に連絡をお願いします 

 

・本人は、感染者と最後に濃厚接触した日から２週間の健

康観察期間中、自宅待機とします。必要に応じて校内消

毒等の対策を行います。対策の実施等が必要な場合、学

校の一時閉鎖を行います。 

・閉鎖解除後は、学校では感染防止対策等を再開するとと 

もに、児童生徒の健康観察の徹底や連絡体制の確認など

を行います。 

③ ＰＣＲ検査の受検対象者と 

判断された場合 

＊学校に連絡をお願いします 

・本人を自宅待機とするとともに学校では感染防止対策を

徹底します。 

④ 同居している家族等が、感染

者の濃厚接触者にあたると特定

された場合またはＰＣＲ検査の

受検対象者と判断された場合 

＊学校に連絡をお願いします 

・本人を自宅待機とするとともに（同居している家族が陰

性と判定されるまで）、学校では感染防止対策を徹底し

ます。 

 

⑤ 町内に感染者が確認された場合 ・町内で感染が確認されたが、「学校関係者及び同居して

いる家族」ではない場合は、感染防止対策を徹底したう

えで、学校の教育活動を継続します。 

⑥ 近隣市町で感染が確認された場合 ・感染防止対策を講じたうえで、通常の教育活動を行いま

す。 



（２）飯豊町が「山形県における新型コロナ対応の目安〔注意・警戒レベル〕４～５」に区分される場合 

※文科省マニュアルにおける「地域の感染レベル２または３」のレベル 

 
（３）職場や親戚に新型コロナウイルス感染症感染した方がいる場合、感染の疑いがある 

方がいる場合など、心配なことがございましたら、学校までお知らせください。 

 

２ 新型コロナウイルス感染症の感染者、濃厚接触者に対する誹謗中傷の絶無について 

新型コロナウイルス感染症の感染者、濃厚接触者とその家族、治療にあたる医療従事者とその家 

族に対する偏見や差別に繋がるような行為が問題となっております。このような行為は許される 

ものではありません。誰もが感染者、濃厚接触者になりうる状況であることを受け止めていただ 

くとともに、冷静な行動をしていただきますよう皆様のご理解・ご協力をよろしくお願いいたし 

ます。引き続き、児童・生徒への差別・偏見の防止について指導して参ります。 

 

３ ＜参考＞ 文部科学省「学校の新しい生活様式」 

https://www.mext.go.jp/content/20210514-mxt_kouhou01-000007426_1.pdf 

 

学校運営ガイドラインに準じ、保健所や関係機関と連携の上、学校における感染拡大状況も踏まえ

て、新たな臨時休業の実施を含めた対策を別途講じるものとします。 

町長から地域全体の社会・経済活動自粛を強化する一環として要請があった場合、感染者が発生し

ていない学校を含めた町一斉の臨時休業を教育委員会で検討いたします。 


